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伊

太

利

の

「
綜
合
的
土
地
開
拓
令
」

矢

島

武

iま

~， 

き

し

フ
ァ
ッ
シ
ョ
伊
太
利
は
そ
の
確
立
以
来
土
地
改
良
蛇
に
内
閣
植
民
に
異
常
の
関
心
を
高
め
で
あ
う
た
竹
之
れ
が
達
成
を
目
指

し
一
九
二
三
年
以
降
相
，
次
い
で
趨
多
の
法
令
を
護
布
す
る
と
と
ろ
あ
っ
た
。
と
L
に
和
介
せ
ん
と
す
る
も
の
は
一
九
三
三
年
四
月
に

公
布
せ
ら
れ
た
る
綜
合
的
土
地
開
拓
令
で
あ
っ
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
伊
太
利
の
内
閣
植
民
政
策
を
一
臆
集
大
成
し
法
典
化
し
た
も
の
と
見

る
と
と
が
出
来
る
。

全
編
百
二
十
一
ケ
艇
よ
り
た
り
、
失
の
如
き
構
成
を
有
し
て
居
る
。

綜
合
的
土
地
開
拓
令

ハ
一
九
一
ニ
三
年
二
月
十
一
一
一
日
勅
令
第
二
百
十
五
銃
〉

第
一
編

第
二
編

綜
合
的
土
地
開
拓

(
第
一
候
)

;J:I!! 

壬:

l現

拓

伊
大
利
の
「
綜
合
的
土
地
開
拓
令
」
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伊
太
利
の
「
綜
合
的
土
地
開
拓
令
」

一O
閲

第
一
訟
開
拓
地
域
の
経
類
及
一
般
開
拓
計
髭
〈
第
二
級
|
|
第
六
依
〉

第
二
意
事
業
の
費
用
及
共
の
分
配
〈
第
七
保
|
|
第
十
二
係
)

第
三
章
政
府
の
責
任
に
属
す
る
事
業

空
節
事
業
の
遂
行
〈
第
十
=
一
依
|
|
第
十
五
依
〉

第
二
節
事
業
の
完
成
と
維
持
(
第
十
六
総
t
|
|
第
二
十
一
依
)

第
四
草
分
散
農
地
の
融
合
ハ
第
二
十
二
傍
|
|
第
一
一
一
十
七
保
)

第
五
常
土
地
所
有
者
の
責
任
に
鴎
す
る
事
業
〈
第
三
十
八
保
1
1
1
第
凶
十
二
保
)

第
三
綱

第第
五四
編編

第
一
章

第
二
諮

第
六
編

第
七
編

第
八
編

第
九
絹
第
二
平

均
伸
二
章

第
三
章

一
般
土
地
開
拓
計
査
と
無
闘
係
た
る
土
地
改
良

ア
ノ
フ
ェ
レ
ス
蚊
の
防
除

綜
合
的
土
地
開
拓
組
合

議
問
十
一
ニ
鈴
1

1
何
百
十
七
依
)

〈
第
四
十
八
総
|
l
第
五
十
三
保
〉

土
地
開
拓
組
合
(
係
五
十
四
依
!
l
第
七
十
依
〉

土
地
改
良
組
合
(
第
七
十
一
総
|
|
第
七
十
三
位
陣
)

金財雑

日自

ハ
第
七
十
回
総
|
|
第
八
十
五
佼
)

政

ハ
第
八
十
六
保
!
l
t
第
九
十
僚
)

特
則
、
暫
定
則
、
通
則 ハ
第
九
十
一
線
|
|
第
百
一
候
〉

主宣暫特

ヌミ

則
(
第
百
二
依
|
|
第
百
六
位
陣
〉

則
(
第
百
七
位
m
l
l
第
百
二
十
僚
〉

別
(
第
百
二
十
一
一
保
)

而
し
て
本
令
は
公
布
後
未
だ
五
ヶ
年
に
し
て
共
の
成
績
は
向
ほ
充
分
に
知
る
と
と
能
は
ざ
る
を
以
て
共
の
成
績
の
研
究
は
別
の
機

舎
に
譲
り
本
稿
に
於
て
は
只
木
令
の
大
要
を
料
介
す
る
に
止
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。



一
、
事

業

「
綜
合
的
土
地
開
拓
」
を
、
制
「
土
地
開
拓
事
業
」
刷
「
土
地
改
良
事
部
一
ご
と
に
分
ち
、
仰
れ
も
公
共
の
利
義
を
限
目

と
し
て
行
は
れ
る
と
と
を
規
定
し
て
居
る
。

本
令
は
、

而
し
て
「
土
地
開
拓
事
業
」
は
次
の
如
き
特
徴
を
有
し
て
居
る
。

一
、
開
拓
事
業
は
一
般
的
計
査
を
樹
て
協
同
的
に
遂
行
せ
ら
る
べ
き
と
と
。

二
、
事
業
は
街
生
上
、
人
口
上
、
枇
合
蛙
経
済
上
の
利
錠
を
主
眼
と
す
る
と
と
。

一
二
、
事
業
は
土
地
開
拓
地
域
、
即
ち
政
府
が
分
類
指
定
し
た
る
地
域
に
於
い
て
行
は
る
べ
き
と
と
。

之
れ
で
あ
る
。
而
し
て
土
地
開
拓
地
域
と
は
、

(c) (b) (a) 

湖
沼
地
、
沼
津
地
。

地
質
上
、
林
相
上
の
原
因
に
よ
り
水
利
不
良
な
る
山
岳
地
帯
。

重
大
な
技
術
上
枇
合
上
の
理
由
に
よ
り
粗
放
的
農
業
経
替
の
行
は
れ
、
且
改
良
に
よ
り
充
分
生
尽
力
を
増
加
し
得
べ
き
地
方

で
あ
る
。

而
し
て
「
土
地
改
良
事
業
」
と
は

ω
一
以
上
白
農
場
。
話
め
に
、
且
似
一
般
的
土
地
開
拓
事
業
と
は
漏
立
に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。

技
術
的
に
は
土
地
開
拓
事
業
も
土
地
改
臭
事
業
も
同
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
(
例
へ
ば
滋
統
工
事
〉
商
品
唱
の
区
別
は
公
盆
と
一
氏
ふ
勘
に
か
込
っ

て
居
る
と
一
式
ふ
事
が
出
来
る
。
治
も
公
袋
観
念
は
土
地
改
良
事
業
に
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
〈
公
錠
を
目
指
す
が
故
に
開
館
よ
り
補
助
を
奥
へ

ら
れ
る
の
で
あ
る
)
矢
援
土
地
開
拓
事
業
の
方
に
諮
に
強
〈
表
れ
て
居
る
。

加
之
土
地
開
拓
事
業
の
場
合
は
事
業
は
終
始
一
般
的
計
設
に
基
き
協
同
的
に
行
は
れ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
土
地
改
良
事
業
は
例
キ

狗
立
の
事
業
で
、
他
事
業
と
別
個
に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。

本
令
は
土
地
開
拓
地
域
を
二
種
類
に
分
っ
て
ゐ
る
。
一
づ
は
法
律
に
よ
り
指
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
農
林
省
の
特
別
委
員
合
に
諮
問

伊
太
利
の
「
総
合
的
土
地
開
拓
令
」

一O
五



伊
大
利
の
{
綜
合
的
土
地
問
桁
令
」

一O
六

の
後
勅
令
に
よ
り
指
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
内
閣
総
民
に
到
し
特
に
設
要
性
を
有
す
る
は
法
律
指
定
の
地
域
に
行
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。

焼
く
の
如
〈
公
共
的
性
質
を
有
す
る
土
地
開
拓
事
業
を
二
分
し
た
と
と
は
フ
ァ
シ
ス
ト
農
村
政
策
の
基
本
原
理
に
基
〈
も
の
で
あ
っ
て
、
之
れ

は
ニ
ラ
の
笈
際
上
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
居
る
。
即
ち
第
一
積
地
域
に
於
て
は
穆
住
民
の
努
働
の
雇
僚
に
闘
し
之
れ
を
統
制
す
る
特
別
な
規
定
を

先
め
る
ζ

と
が
向
旅
、
こ
れ
等
の
規
定
を
迩
守
す
る
給
来
そ
こ
に
必
然
に
作
一
ず
る
負
強
の
槍
加
を
考
慮
し
政
府
は
他
地
境
よ
り
多
く
の
補
助
金
を

賦
奥
ナ
る
の
で
あ
る
。

廷
に
双
方
の
揚
合
と
も
土
地
開
拓
の
目
的
を
搬
食
な
ら
し
む
る
総
て
の
事
裁
は
其
技
術
的
性
質
の
如
何
に
関
ら
ず
、
公
共
的
性
質
を
有
す
る
も

の
と
認
定
さ
れ
ふ
ば
政
府
が
之
れ
を
施
行
し
共
他
の
事
業
は
地
主
が
途
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
の
費
用
は
凶
底
の
負
抱
に
岡
崎
し
後
者
は

地
主
が
回
路
よ
り
補
助
を
受
け
て
之
れ
を
施
行
ナ
る
の
で
あ
る
。

事
業
の
技
術
的
性
質
を
知
る
に
は
各
揚
令
に
就
き
そ
れ
を
場
所
的
に
時
間
的
に
連
絡
し
て
居
る
一
般
的
土
地
改
良
計
資
を
研
究
す
る
ζ

と
を
袈

す
る
。
然
し
な
が
ら
政
府
の
責
任
に
局
す
る
事
業
と
、
地
主
の
貸
住
に
局
す
る
事
業
と
の
問
の
法
律
上
の
匹
別
は
、
前
者
が
全
地
域
又
は
共
の
重

姿
部
分
に
一
般
的
に
重
大
関
係
を
有
す
る
も
の
な
る
に
反
し
、
後
者
は
一
良
品
若
〈
は
数
仰
の
農
地
集
閣
に
特
別
な
闘
係
に
す
ぎ
な
い
鮎
に
存
ず

る
。
方
も
ζ

の
区
別
は
般
桁
な
も
の
で
は
な
い
。
欧
往
の
訟
符
に
廿
お
く
先
例
が
未
だ
残
存
し
て
局
り
且
雨
時
組
事
業
の
遂
行
方
訟
を
規
定
し
て
ゐ
る

規
則
は
こ
の
区
別
を
一
一
階
不
明
に
し
て
庶
る
。
即
ち
協
同
的
な
ア
ア
シ
ス
ト
政
縫
下
で
は
公
共
と
倒
人
と
の
直
別
が
次
第
に
峻
別
さ
れ
な
〈
な
ヲ

て
来
て
府
る
の
で
あ
る
。

本
令
第
二
僚
は
公
共
的
性
質
を
官
官
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
事
業
を
列
記
し
て
府
る
。
而
し
て
数
祭
の
土
地
が
呉
れ
る
地
主
に
筋
ず
る
場
合
に
も
こ

れ
を
融
合
し
て
迎
滋
な
大
い
さ
の
農
場
を
創
設
す
る
と
一
石
ふ
特
に
注
意
そ
要
す
る
規
定
を
泣
い
て
居
る
。

本
令
が
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
土
地
の
強
制
的
交
換
は
遮
蛍
な
る
交
換
地
を
符
ら
れ
ざ
る
場
合
の
み
そ
の
差
額
を
現
金
で
補
償
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
而
し
で
か
ふ
る
土
地
の
強
制
的
融
合
は
長
い
間
あ
る
地
方
に
於
て
段
業
的
・
進
歩
を
阻
止
す
る
最
も
重
大
な
同
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
居
た
土
地

細
分
の
防
止
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

一
般
的
開
拓
計
監
に
包
合
さ
れ
て
舟
る
公
共
事
業
の
中
に
は
、
農
業
用
電
気
を
開
拓
地
域
に
設
定
す
る
包
め
の
鵬
配
管
所
、
会
冠
制
酬
に
闘
し
規
定

が
設
け
ら
れ
、
政
府
が
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
L
な
り
長
ら
(
懸
案
た
り
し
農
村
営
化
問
題
を
解
決
せ
ん
と
し
て
居
る
。

又
土
地
開
拓
地
域
に
於
て
は
土
地
開
拓
事
業
裂
を
政
府
が
全
額
負
携
す
る
地
方
と
附
躍
が
全
額
負
捻
せ
ず
に
そ
の
地
方
に
一
部
負
擦
金
を
認
せ

ら
れ
る
地
方
と
が
る
る
こ
と
を
阪
別
す
る
必
要
が
も
U

る。

而
し
て
・
本
令
第
四
僚
は
土
地
開
拓
の
目
的
建
成
を
確
質
な
ら
し
む
る
潟
め
に
根
本
的
に
必
要
た
規
定
を
掲
げ
、
各
地
域
毎
に
一
般



的
開
拓
計
霊
を
定
む
べ
き
と
も
の
と
し
て
ゐ
る
。

次
去
は
綜
合
的
土
地
開
拓
事
業
の
一
覧
表
で
あ
る
。

j;f~ 

2宝
j1!J. 
域
/戸ー¥
tt t..i値特
高て民に
也意地内
の要と図
、、--

制公にー
に主主基般
ょをく自包
り主土協
地限地同
行と関的
すし拓計
る地事震
域業案

業率拓開地土的合結

-
第
二
種
地
域
ヘ
共

f!~上計土
とのま草地
す箆と改
場は良
の濁事

利立業
主主〉ハ
を一一
目以般

伊
太
利
の
「
総
合
的
土
地
開
拓
令
」

札
一
植
林
、
荒
殴
林
の
改
良
、
山
岳
地
水
路
の
改

良
、
放
牧
場
、
牧
草
地
の
創
設
に
よ
る
傾
耕

地
の
改
良
、
土
地
改
良
及
水
利
が
公
盆
に
過

す
る
限

P
に
於
て
農
業
水
税
の
欣
怒
改
善

-
政
府
の
責
任
に
隠
す
る
も
の
↓
か
湖
沼
、
沼
浮
共
他
の
排
水

ι
砂
丘
の
改
良
、
防
風
体
設
位

ι農
民
に
封
ず
る
飲
用
水
の
供
給

ι
水
の
保
護
、
農
業
用
水
の
供
給
蛇
利
用

仁
会
地
域
活
〈
は
大
郊
分
の
段
用
電
気
の
傍
め

i
の
鑓
電
所
、
送
電
線

L
道
路
の
慾
物
、
其
他
会
地
域
若
〈
は
其
の
大

E
部
分
の
土
地
の
公
盆
と
な
る
其
他
事
業

L

所
有
者
の
呉
悶
に
闘
せ
ず
小
地
片
を
融
合
し

t
て
適
蛍
面
積
の
農
場
を
創
設
す
る
事

i
地
主
の
責
任
に
周
回
す
る
も
の
↓
掻
制
的
|
|
土
地
開
拓
の
目
的
に
必
要
な
り
と

思
考
せ
ら
れ
る
総
て
の
他
の
事
業

一l
政
府
の
責
任
に
腿
す
る
も
の
↓
同
乃
芝
山
に
同
じ

他
〉

i
一一ll
地
主
の
責
任
に
屈
す
る
も
b
↓
強
制
的
1
1
1
土
地
開
拓
の
目
的
に
必
裂
な
り
と

考
へ
ら
九
・
る
総
て
の
他
の
卒
業

地
主
の
責
任
に
局
す
る
も
の
↓
任
意
的

一O
七



伊
太
利
の
「
総
合
的
土
地
開
拓
令
」

一O
八

二
、
組
合
誼
開
拓
事
業
の
施
行

排
水
、
地
翫
を
掌
る
組
合
は
往
時
よ
り
伊
太
利
に
存
在
せ
る
と
と
る
で
あ
っ
て
地
主
が
各
自
に
取
扱
ひ
特
ぬ
水
の
利
用
蛇
水
害
に

闘
す
る
問
題
を
鹿
理
し
た
の
で
あ
る
。
か
h
A

る
組
合
白
活
動
は
流
水
の
公
共
性
に
闘
す
る
法
規
が
成
文
化
せ
ら
れ
る
以
前
か
ら
行
は

れ
た
と
と
る
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
、
一

O
一
ニ
六
年
の
ベ
ル
ガ
モ

HWRmpgo
地
方
の
文
書
に
よ
れ
ば
濯
翫
用
水
が
共
有
た
り
し
と
と

が
知
ら
れ
、
其
他
ヴ
エ
ロ
ナ
〈
2
0
5
Q由
。
〉
ク
レ
マ
の
完
g
p
Q
8
3
ミ
ラ
ン

W
E
S
マ
ン
ツ
ア

]
J
F
E
g
等
の
町
村
の
保

令
に
よ
る
に
土
地
開
拓
の
矯
め
の
任
意
的
乃
至
強
制
的
組
合
が
古
く
よ
り
存
在
し
た
と
と
が
知
ら
れ
る
。
又
ベ
エ
ス
の
組
合
は
最
も

優
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ベ
エ
ス
及
び
共
の
近
郊
地
方
に
於
て
今
に
亙
る
も
術
存
観
し
、
古
く
か
ら
の
伴
統
を
維
持
し
て
居

る
の
で
あ
る
。

か
L
る
古
い
歴
史
を
有
す
る
組
合
の
制
度
は
公
共
的
に
し
て
且
同
時
に
側
人
的
の
性
質
を
有
す
る
事
業
を
遂
行
せ
ん
が
詩
め
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ァ
シ
ス
ト
図
家
の
協
同
主
義
的
政
治
に
照
臨
し
て
共
の
機
能
b
L
揖
大
し
、
岡
家
と
市
民
と
の
劉
立
を
排
除

し
、
市
民
は
岡
家
の
細
胞
と
な
り
閣
家
を
中
心
と
し
公
共
と
個
人
の
共
存
共
柴
を
目
指
し
多
く
の
事
業
を
貫
施
す
る
と
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

か
く
て
組
合
は
面
白
を
一
新
し
、
岡
家
は
綜
合
的
土
地
開
拓
の
目
的
の
矯
め
に
一
定
の
市
民
の
園
間
た
る
組
合
に
一
定
の
行
政
楳

能
を
附
興
ず
る
と
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
令
は
綜
合
的
土
地
開
拓
組
合
を
二
種
に
分
っ
て
居
る
。
即
ち
、

川
川
公
法
人
た
る
土
地
開
拓
組
合

山
川
私
法
人
た
る
土
地
改
良
組
合

之
れ
で
あ
る
。



前
者
は
開
拓
事
業
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
不
動
産
O
所
有
者
を
組
合
員
と
す
る
も
の
で
、
公
法
人
で
あ
る
。
市
し
て
土
地
開
拓

事
業
が
目
指
す
公
益
は
極
め
て
重
大
な
も
の
で
る
っ
て
、
行
ふ
べ
き
事
業
は
公
共
事
業
か
若
く
は
強
制
的
性
質
を
有
す
る
個
人
事
業

で
あ
る
。

土
地
開
拓
組
合
は
土
地
開
拓
事
業
の
遂
行
、
維
持
、
管
理
、
或
は
場
合
に
よ
っ
て
は
維
持
詑
管
理
の
み
に
た
や
さ
は
る
の
で
あ
る
。

土
地
開
拓
組
合
は
又
開
拓
事
業
が
他
。
闇
盟
に
よ
っ
て
遊
行
さ
れ
た
場
合
に
地
主
の
負
捨
す
る
負
捨
金
の
割
官
、
徴
牧
、
支
櫛
に
営

る
と
と
が
あ
っ
て
、
と
の
場
合
か
L
る
組
合
は
「
負
捨
金
徴
牧
組
合
」
と
稿
せ
ら
れ
る
。

之
れ
に
封
し
土
地
改
良
組
合
は
土
地
改
良
の
遂
行
、
維
持
、
管
理
の
潟
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
ぜ
あ
る
。

組
合
は
開
拓
指
定
直
域
内
の
土
地
の
大
部
分
を
所
有
す
る
地
主
白
賛
成
を
得
て
、
農
林
大
臣
の
上
突
に
基
き
勅
令
を
以
て
設
置
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
本
令
は
如
何
な
る
場
合
に
地
主
の
大
部
分
の
賛
成
を
得
た
も
の
と
看
倣
す
べ
き
か
を
規
定
し
て
居
る
。
(
五
十
五

僚
)
例
外
と
し
て
、
地
主
側
の
申
請
な
き
場
合
に
於
て
も
主
務
大
臣
は
一
定
の
開
拓
地
匿
の
開
拓
に
土
地
開
拓
組
合
を
設
置
す
る
と

と
必
要
緊
急
な
り
と
思
考
せ
る
場
合
は
之
れ
を
設
置
す
る
と
と
を
得
る
。

組
合
は
本
令
に
基
き
且
組
合
決
議
を
経
て
農
林
大
臣
の
認
可
を
得
て
定
め
ら
る
る
定
款
の
規
定
に
従
っ
て
活
動
す
る
。

向
ほ
組
合
は
国
税
徴
収
法
に
基
き
組
合
員
た
る
地
主
か
ら
組
合
費
を
徴
収
す
る
と
と
が
出
来
る
。

土
地
開
拓
組
合
の
震
せ
る
仕
事
は
施
行
地
域
の
土
地
の
公
法
上
の
債
務
と
な
り
、
組
合
は
法
令
に
従
び
て
共
の
砲
丸
用
を
徴
収
す
る

と
と
が
出
来
且
地
租
徴
牧
の
例
に
倣
ひ
之
れ
を
強
制
執
行
す
る
と
と
が
出
来
る
。

一
般
に
組
合
は
管
理
費
及
び
会
開
拓
地
域
に
釘
し
一
卒
に
利
益
を
興
へ
る
目
的
で
護
生
し
た
費
用
を
一
定
の
標
準
に
従
っ
て
各
地

区
に
割
賞
て
る
。
市
し
て
土
地
の
種
類
に
よ
り
相
異
れ
る
利
益
乞
興
へ
る
目
的
で
生
じ
た
費
用
は
組
合
が
規
定
せ
る
分
類
銑
比
率
に

基
き
割
営
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

組
合
の
性
質
そ
の
も
D
及
び
組
合
に
委
任
さ
れ
た
擢
利
蛙
共
の
義
務
の
基
本
的
重
要
性
に
鑑
み
て
も
知
り
作
る
桜
に
組
合
に
封
し

(
十
一
保
参
照
〉

伊
大
利
の
「
総
合
的
土
地
開
拓
令
」

一O
九



伊
太
利
の
「
綜
合
的
土
地
開
拓
令
」

一一

O

て
は
政
府
は
特
に
積
極
的
監
督
を
行
ふ
も
の
で
あ
る
。
か
L
る
積
極
的
監
替
は
土
地
開
拓
組
合
に
も
土
地
改
良
組
合
に
も
同
様
に
行

は
れ
る
の
で
る
る
が
、
特
に
土
地
開
拓
組
合
に
於
て
強
い
と
云
ふ
事
が
出
来
る
。

何
れ
の
場
合
に
も
、
農
林
大
臣
は
、
同
組
合
定
款
の
認
可
及
び
若
し
必
要
な
れ
ば
之
れ
を
修
正
認
可
す
る
縦
限
向
組
合
蛙
組
合
事

務
所
。
合
併
、
底
止
、
管
轄
区
域
の
慶
一
更
を
行
ふ
樺
阪
、

ω土
地
開
拓
組
合
聯
合
舎
に
共
の
監
替
植
を
委
任
す
る
樫
限
を
有
す
る
。

又
農
林
大
臣
及
び
地
方
長
官
は
、
組
合
に
委
任
さ
れ
た
事
業
の
完
全
な
遂
行
を
確
保
す
る
話
め
に
、
組
合
理
事
舎
の
解
散
を
命
や
る

構
限
を
有
し
て
居
る
。

土
地
開
拓
組
合
の
み
に
就
て
は
、
農
林
大
臣
は
組
合
長
を
任
免
し
、
又
農
林
大
臣
O
代
理
者
を
盟
事
舎
に
出
席
せ
し
め
る
事
が
出

来
、
組
合
事
業
の
都
合
に
よ
り
組
合
役
員
の
改
選
を
延
期
せ
し
む
る
事
が
出
来
る
。
土
地
開
拓
組
合
聯
合
舎
の
合
長
は
組
合
の
借
入

金
及
び
保
令
規
則
に
闘
す
る
議
決
を
控
定
認
可
す
る
樫
限
を
有
す
る
。
市
し
て
地
方
長
官
は
本
令
第
六
十
四
保
の
規
定
に
よ
り
か
L

る
議
決
保
項
の
合
法
性
如
何
を
窓
益
す
る
と
と
と
な
っ
て
ゐ
る
。
地
方
長
官
は
二
週
間
毎
に
組
合
議
決
書
の
提
出
を
受
け
る
の
で
あ

る
。
然
し
-
な
が
ら
之
れ
を
土
地
開
拓
聯
合
合
合
長
が
索
作
一
す
る
場
合
も
あ
る
。

本
令
は
又
土
地
所
有
者
の
責
任
に
屈
す
る
土
地
開
拓
事
業
の
詮
行
を
可
及
的
に
確
保
す
る
潟
め
に
種
々
の
規
定
在
設
け
て
居
る
。

即
ち
土
地
所
有
者
が
開
拓
義
務
を
履
行
せ
ざ
る
場
合
は
、
組
合
は
代
執
行
を
錯
し
そ
の
費
用
を
義
務
者
よ
り
徴
収
す
る
。
而
し
て

必
要
の
場
合
に
は
共
白
土
地
乞
牧
用
す
る
と
と
が
出
来
る
。

然
し
-
な
が
ら
具
に
必
要
な
る
は
大
部
分
の
土
地
所
有
者
が
其
の
義
務
を
履
行
す
る
を
容
易
な
ら
し
む
る
制
度
で
あ
る
。
本
令
は
と

れ
が
話
め
に
次
の
如
き
三
原
則
を
建
前
と
し
て
ゐ
る
。

通
ゐ

土
地
所
有
者
に
割
蛍
て
ら
る
公
共
及
個
人
的
土
地
開
拓
事
業
費
が
開
拓
後
の
土
地
の
牧
益
増
加
に
よ
り
補
填
せ
ら
る
ぺ
き
と

と
)
 

'
b
 
(
 
土
地
所
有
者
に
は
共
の
義
務
の
履
行
に
際
し
、
援
助
を
興
へ
、
遂
行
を
容
易
な
ら
し
む
る
こ
と
。



之
れ (c)
で
ち
る
義
務
不
履
行
は
不
版
行
者
の
損
失
に
腕
す
べ
き
と
と
。

共
の
損
失
は
土
地
所
有
者
の
計
算
に
蹄
す
る
公
共
事
業
費
負
捨
割
に
臨
じ
て
共
の
農
地
の
負
F

搭
と
な
る
。
若
し
土
地
所
有
者
が
自

己
O
責
任
に
屈
す
る
事
業
を
遊
行
せ
や
、
そ
白
矯
め
農
地
よ
り
一
居
牧
益
を
増
加
す
る
耕
作
法
に
麓
廷
す
る
と
と
が
出
来
ぬ
場
合
に

は
共
の
負
捻
金
を
共
の
良
地
に
封
し
執
行
し
、
之
れ
を
徴
収
す
る
。
疑
も
な
く
と
の
方
法
は
所
要
の
耕
作
法
特
換
を
賀
行
せ
し
む
る

に
効
果
的
で
あ
る
。

土
地
所
有
者
が
自
己
の
責
任
に
属
す
る
事
業
を
遂
行
す
る
に
営
っ
て
、
組
合
の
援
助
を
受
け
る
。
即
ち
組
合
は
、
所
有
者
が
希
望

す
る
場
合
に
は
所
有
者
の
箆
め
に
事
業
計
霊
乞
立
案
し
、
且
共
の
港
行
に
封
し
で
も
技
術
的
援
助
を
持
へ
る
の
で
あ
る
。
又
所
有
者

が
信
用
を
求
む
る
場
合
に
は
金
融
も
話
す
の
で
あ
る
。

更
に
土
地
所
有
者
は
必
十
開
拓
が
利
益
と
な
る
と
云
ふ
保
読
を
有
す
る
。
而
し
て
と
の
事
は
土
地
所
有
者
に
負
は
さ
れ
た
義
務
の

今
面
を
錯
す
も
白
で
あ
る
。
と
の
保
設
は
事
業
に
封
す
る
金
融
政
策
に
表
れ
て
居
る
の
み
な
ら
や
、
開
拓
一
般
計
謹
は
通
常
組
合
自

ら
が
決
定
し
、
土
地
所
有
者
に
要
求
さ
れ
る
事
業
は
政
府
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
自
ら
議
決
に
参
興
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

政
府
は
只
個
々
の
事
業
が
一
般
的
開
拓
計
査
に
適
臨
す
る
と
と
を
搭
保
す
る
た
め
多
少
の
制
肢
を
加
ヘ
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
と
一
五
ふ

貼
に
も
去
は
れ
て
居
る
。

加
之
一
九
三
四
年
十
一
月
十
二
日
更
に
本
令
を
補
充
す
る
一
法
律
が
議
舎
の
協
賛
を
得
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
土
地
開
拓
事
業
の

綜
合
的
性
格
佐
確
保
せ
ん
が
震
め
で
る
っ
て
、
土
地
所
有
者
の
責
任
に
属
す
る
事
業
は
政
府
D
行
ふ
べ
き
事
業
に
蹟
い
て
遅
滞
な
く

行
ひ
、
土
地
開
拓
事
業
の
目
的
で
あ
る
耕
作
法
上
の
費
換
を
招
旅
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
法
は
過
去
の
経
験
に
徴
し
程

士
事
業
遊
行
上
に
遭
遇
す
る
困
難
を
排
除
す
る
を
目
的
と
し
て
居
る
も
白
で
る
っ
て
、
弐
の
如
き
解
決
方
法
を
規
定
し
て
居
る
。

州
第
一
に
事
業
が
土
地
所
有
者
の
責
任
に
出
国
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
(
農
場
を
結
ぶ
道
路
若
く
は
小
排
水
事
業
の
如
き
)
公

伊
大
利
の
「
綜
合
的
土
地
開
拓
令
」



伊
太
剥
の
「
総
合
的
土
地
開
拓
令
」

共
的
た
利
害
関
係
を
宥
す
る
も
の
は
、
土
地
所
有
者
間
の
意
見
の
不
一
致
が
事
業
D
遊
行
を
阻
害
す
る
と
と
が
あ
る
が
、
か
h
A

る
場

合
に
は
組
合
が
首
該
事
業
の
立
案
と
施
行
に
官
り
、
土
地
所
有
者
問
。
費
用
分
指
及
負
措
金
徴
牧
は
組
合
が
之
れ
に
蛍
る
と
と
。

州
第
二
に
土
地
所
有
者
が
自
己
の
責
任
に
屈
す
る
事
業
を
財
政
的
の
理
由
で
遂
行
出
来
ぬ
場
合
が
あ
る
。
と
れ
は
土
地
所
有
者

が
自
己
の
所
有
地
以
外
に
資
本
を
有
せ
ざ
る
場
合
に
佐
々
見
る
と
と
ろ
で
る
る
。
か
L
る
場
合
に
は
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
期
日
内

に
組
合
が
そ
の
責
任
に
於
い
て
共
の
事
業
を
寅
行
せ
し
む
る
。
市
し
て
土
地
所
有
者
の
震
行
が
遅
滞
し
、
矯
め
に
共
の
地
区
内
白
一

般
開
拓
事
業
の
遂
行
に
支
障
を
来
た
す
乞
そ
れ
あ
る
時
は
、
組
合
は
自
ら
介
入
し
て
代
執
行
す
る
。

土
地
所
有
者
が
そ
の
費
用
を
支
抑
ふ
資
力
を
有
せ
ざ
る
時
は
、
組
合
は
、
開
拓
完
成
期
限
前
と
離
も
共
の
土
地
を
牧
加
す
る
と
と

が
出
来
る
。
開
拓
完
成
期
限
前
ハ
一
九
三
四
年
の
法
律
に
よ
る
場
合
、
)
又
は
期
限
後
ハ
一
九
三
三
年
の
勅
令
に
よ
る
場
合
)
に
せ
よ

牧
用
の
結
果
土
地
の
所
有
能
が
組
合
に
移
持
し
た
時
は
組
合
自
ら
共
の
事
業
危
施
行
す
る
と
と
を
得
る
。
同
し
て
と
の
際
義
務
を
履

行
せ
る
組
合
員
に
は
何
等
危
険
を
負
推
せ
し
め
ざ
る
と
と
と
な
っ
て
居
る
。

と
の
事
業
の
費
用
は
義
務
不
履
行
地
毎
に
各
個
に
組
合
が
土
地
信
用
機
関
か
ら
必
要
な
る
借
入
を
た
し
、
又
は
政
府
保
詮
の
下
に

公
債
を
護
行
し
で
ま
か
な
ふ
。
事
業
が
完
成
し
、
借
地
人
又
は
新
地
主
に
そ
の
土
地
を
賃
貸
又
は
譲
渡
し
た
後
、
始
め
て
そ
の
計
算

を
閉
じ
る
。
又
は
事
業
完
成
を
引
受
く
る
買
主
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
以
前
に
計
算
を
閉
じ
る
と
と
と
な
る
。
と
の
特
別
合
計
は
政
府

の
諌
め
決
定
し
た
る
金
額
の
範
囲
内
で
行
は
れ
る
と
と
を
要
し
、
且
政
府
は
検
夜
楳
乞
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
償
縮
債
務
は
結

局
政
府
の
興
へ
る
柿
助
金
に
組
入
又
は
相
殺
さ
れ
る
と
と
と
な
る
の
勺
る
る
。

組
合
自
身
の
開
拓
に
か
L
る
土
地
が
小
地
主
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
組
合
は
長
期
信
用
を
聞
き
土
地
代
金
は
之
れ
を
年
賦
償

還
せ
し
め
る
と
と
が
出
来
る
。
而
し
て
と
の
場
合
に
保
険
院
が
年
賠
償
還
の
保
設
を
す
る
と
と
と
な
っ
て
ゐ
る
。

本
法
は
叉
組
合
理
事
曾
の
構
成
、
土
地
開
拓
聯
合
舎
の
組
織
共
他
に
閥
し
前
記
勅
令
を
多
少
改
正
し
て
居
る
。



三
、
金

融

土
地
開
拓
事
業
在
行
ふ
に
際
し
、
政
府
が
自
ら
負
捨
す
る
費
用
の
最
高
額
及
び
土
地
所
有
者
が
自
ら
震
す
べ
き
事
業
を
遊
行
す
る

に
古
り
国
庫
よ
り
受
く
る
補
助
金
白
最
高
額
は
弐
去
に
一
不
す
如
く
で
あ
る
。

土

一

語

常

費

用

の

三

分

の

一

但

し

山

岳

放

『

止

国

一

枚

地

及

南

方

地

方

で

は

三

八

U
N
迄
場
一
土
地
改
良
事
業
の
結
果
に
よ
り
最
低
一

O
M沖

即

時

坪

一

加

し

得

一

ー践
l
i
補
|
一
錯
綜
譲
位

M
Z
(に
迄
節
減
せ
ら
る
ふ
ζ

と
あ
り

匙

助

一

電

気

機

棋

は

二

五

M

一

dr

一
開
墾
用
機
械
は
二
十
五

μ

r

捨負目i図るす封に業事拓l現地土的合結

議事拓閲

拓問地土的合綜

「
円
前
表
切
の
事
業
及
び
南
方
地
方
|

一
し
の
低
地
水
路
の
整
理
改
良
事
業
ー
ー

一l
l
政
府
の
責
任
に
か
う
む
も
の
ん
り
一
地
域
の
会
部
又
は
大
部
分
の
段
|

一

一

ぃ

場

用

電

力

の

鍵

電

所

、

会

電

線

l

t

第

一

種

地

|

一

戸

い

其

他

総

て

の

事

業

(

南

方

地

方

〉

|

|

一

(

共

他

地

方

V
l
-
-

一i
地
主
の
責
任
に
か
ふ
る
も
の

i
w土
地
改
良
し
事
業
と
同
様
の
図
席
補
助

、
川
前
表
川
向
の
事
業
及
南
方
地
方
l
h

一
'
V
の
低
地
水
路
の
慈
理
改
良
事
業
一
I
l

-
-
政
府
の
責
任
に
か
A

る
も
の
〈
吋
一
一
地
域
の
全
部
又
は
大
部
分
の
段

一

一

い

場

用

電

力

の

授

電

所

、

迭

宮

線

l
第
二
湿
地
l
一

F
い
共
他
総
て
の
事
業
〈
南
方
地
方
〉
|

(
共
他
地
方
〉

1

1

地
主
の
責
任
に
か
ふ
る
も
の
!
川
土
地
改
良
事
業
と
同
様
の
図
陣
織
助
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伊
太
利
の
「
綜
合
的
土
地
開
拓
令
」

一
一
四

即
ち
政
府
の
責
任
に
麗
す
る
る
る
種
類
の
事
業
の
費
用
は
そ
の
特
別
な
性
質
〈
植
林
・
荒
農
林
の
更
新
、
傾
斜
地
及
堤
防
の
柿
強

蛇
水
利
上
の
改
母
、
地
方
に
よ
り
で
は
低
地
水
路
の
整
理
〉
に
鑑
み
閲
庫
は
金
額
を
負
捨
し
、
一
地
域
の
全
部
又
は
大
部
分
の
農
場

周
に
電
力
を
供
給
す
る
矯
め
の
嬰
電
所
、
送
電
線
設
置
の
費
用
は
六
O
%
を
限
度
と
し
て
国
庫
が
負
携
し
、
共
他
総
て
D
事
業
に
釘

し
る
る
地
方
で
は
費
用
の
七
五
%
、
南
方
地
方
で
は
八
七
・
五
%
ま
で
L
h
げ
、
第
一
一
極
地
域
で
は
閤
庫
負
婚
観
は
各
々
八
四
dw
乃
至

九
二
dw
に
上
る
の
で
あ
る
。

地
主
の
責
任
に
開
局
す
る
事
業
の
場
合
に
は
農
林
大
臣
が
共
の
開
拓
計
査
案
を
認
可
す
る
に
営
り
補
助
金
を
賦
興
す
る
事
業
0
種
類

と
範
囲
と
を
決
定
す
る
。
現
金
又
は
低
利
信
用
。
形
か
で
興
へ
ら
れ
る
補
助
金
は
通
常
土
地
改
良
に
封
し
て
興
へ
ら
れ
る
も
の
と
同

じ
で
あ
っ
て
、
普
通
費
用
の
三
分
の
一
で
あ
る
が
、
山
岳
放
牧
地
方
若
く
は
南
方
地
方
で
行
は
れ
る
場
合
は
三
八

μ
に
迄
上
す
と
と

が
出
来
る
。

而
し
て
農
村
水
道
の
建
設
費
は
七
五
%
超
図
障
が
負
捨
す
る
と
と
が
出
来
る
。
又
農
場
用
電
力
の
銭
め
の
襲
電
所
築
活
費
選
電
線

敷
設
費
は
四
五
%
、
上
記
電
力
の
利
用
機
械
蛙
開
墾
機
械
の
購
入
費
は
二
五
%
を
閣
庫
が
負
指
す
る
。
然
し
・
な
が
ら
土
地
改
良
の
結

川
市
符
ら
る
べ
き
増
牧
の
如
何
に
よ
り
で
は
補
助
額
は
一

o
d
w
迄
節
減
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
令
に
よ
れ
ば
紛
助
金
は
常
に
愛
用
の
一
定
割
合
の
金
額
で
賦
陶
処
さ
れ
る
ζ

と
を
規
定
し
て
日
間
る
。
他
よ
り
信
用
剃
周
の
便
宜
を
有
す
る
地
主

も
矢
張
前
記
割
合
叙
に
均
し
き
補
助
を
岡
家
主
り
受
け
る
。
河
し
て
悲
し
共
の
何
聞
が
借
入
金
の
利
子
の
銘
め
に
奥
へ
ら
る

L
岡
庫
補
助
額
を
資
本

化
し
た
も
の
よ
り
大
な
る
時
は
地
主
は
共
の
援
額
を
補
助
金
の
形
で
受
取
る
、
之
れ
に
反
し
北
(
の
諮
の
場
合
は
利
子
補
助
額
は
前
記
割
合
一
線
に
等

し
〈
な
る
迄
節
減
せ
ら
れ
る
。

続
く
の
如
く
地
主
は
必
一
安
の
場
合
に
の
み
信
用
を
利
用
す
る
。
附
し
て
地
主
が
信
用
を
利
用
す
る
と
否
と
に
か
込
は
ら
ず
改
良
事
業
に
到
す
る

凶
庫
補
助
額
は
同
額
な
の
で
あ
る
。

農
林
省
よ
り
の
補
助
金
を
受
け
る
と
と
の
出
来
る
土
地
改
良
事
業
、
又
は
利
息
に
封
し
政
府
が
援
助
の
責
に
任
じ
低
利
資
金
の
融

過
を
受
け
る
と
と
の
出
来
る
土
地
改
良
事
業
は
弐
の
如
き
も
の
で
あ
る
。



①
排
水
、
謀
説
事
業
@
農
用
水
飲
用
水
D
供
給
利
用
に
闘
す
る
事
業
@
農
場
内
の
道
路
及
農
場
を
接
績
す
る
道
路
又
は
之
れ
に
代

る
索
活
の
建
設
、
改
浩
事
業
@
農
屋
及
村
辞
建
設
蛙
改
誼
事
業
@
器
械
又
は
爆
殻
物
に
よ
る
開
墾
事
業
@
仰
詰
の
動
力
を
蒸
鍋
よ
り

電
力
に
費
更
す
る
に
必
要
な
る
事
業
⑦
山
岳
放
牧
地
改
良
事
業
@
一
般
開
拓
計
主
案
に
匂
合
せ
ら
れ
ざ
る
一
農
場
以
上
に
及
ぶ
栽
杭

及
共
他
改
良
事
業
。

又
前
越
せ
る
如
く
①
農
場
用
電
力
の
詮
電
の
詩
め
の
静
電
器
、
詮
電
線
、
②
開
墾
用
器
材
も
亦
柿
助
金
を
受
け
る
と
と
が
出
来
る

本
令
は
会
鐙
と
し
て
公
共
弛
倒
人
的
土
地
開
拓
事
業
の
金
融
方
法
が
地
主
の
終
済
的
利
益
を
確
保
し
、
被
俸
の
支
出
が
改
良
後
に
符
る
枚
径
の

槍
加
に
よ
っ
て
麹
賞
に
補
填
さ
れ
る
ζ

と
を
保
透
し
て
居
る
。
こ
の
事
は
・
討
に
事
業
の
強
制
的
性
質
に
必
要
な
る
宇
宙
と
も
一
再
ふ
べ
き
も
の
で
あ

る
ζ

と
は
前
越
せ
る
如
く
で
あ
る
。

同
し
て
共
の
補
償
は
拍
地
震
で
あ
ヲ
て
過
度
で
あ
ワ
て
は
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
国
家
財
政
の
負
捻
に
於
い
て
地
主
に
不
蛍
の
利
径
を
奥
へ
る

怨
皮
の
補
償
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
本
A
V
は
閲
桁
の
経
済
的
結
果
が
明
白
に
有
望
な
る
揚
合
に
は
、
地
、
正
に
課
す
る
費
用
負
携
の
割
合
を

槍
加
す
る
ζ

と
を
得
る
。
但
し
一
般
取
引
上
期
待
さ
れ
符
る
剥
径
を
地
主
の
手
よ
り
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い

同
開
拓
開
始
前
に
可
及
的
に
周
密
に
共
の
事
業
が
経
済
的
に
有
利
な
り
や
否
ゃ
に
列
阻
闘
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
却
ち
こ
れ
は
貨
に
一
般
的

開
拓
計
賓
の
本
質
的
部
分
で
あ
づ
て
、
過
去
に
於
て
は
充
分
考
慮
の
扮
は
れ
な
か
っ
た
鼠
で
る
る
c

そ
れ
放
に
計
援
の
暗
部
筏
を
行
ふ
場
合
に
は
同

席
が
負
指
す
る
公
共
事
業
費
の
割
合
の
み
な
ら
ず
飼
人
的
事
業
に
鈍
し
て
奥
へ
ら
れ
る
国
庫
補
助
金
の
程
度
も
詠
め
知
ら
れ
て
舟
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ζ

の
品
位
前
は
朗
自
に
本
令
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ヲ
て
、
地
主
に
開
拓
の
義
務
を
負
は
し
め
た
場
合
に
は
必
ず
補
助
を
奥
へ
る
こ
と

ふ
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
放
に
ζ

の
方
法
は
極
め
て
衡
平
な
も
の
で
あ
っ
て
、
私
右
財
産
に
訴
す
る
フ
ァ
シ
ス
ト
の
見
地
に
鑑
み
地
主
が
正
常
に
要
求
問
来
る
も
の

は
総
て
と
れ
を
奥
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。

本
訟
の
侍
別
規
定
は
一
般
計
費
に
つ
き
充
分
周
密
に
滋
務
を
試
み
る
こ
と
を
旅
貨
な
ら
し
め
て
居
る
、
即
ち
政
府
の
管
理
下
に
土
地
開
拓
地
に

於
て
新
農
法
を
質
験
中
の
農
相
留
に
は
報
酬
を
賦
奥
す
る
如
き
、
又
主
務
大
臣
が
一
般
的
土
地
開
拓
祭
を
準
備
す
る
に
必
要
な
る
研
究
蛇
食
験
に
訴

し
政
按
に
又
は
門
事
業
施
行
の
場
合
に
於
け
る
と
同
様
に
)
補
助
を
奥
へ
る
こ
と
を
総
件
と
し
て
命
令
を
定
め
得
る
如
き
告
こ
の
主
旨
に
出
づ
る

も
の
で
あ
る
。

伊
太
利
の
「
綜
合
的
土
地
開
拓
令
」

一
一
五



持
V

太
利
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綜
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開
拓
令
」

一ー
ムノ、

更
に
本
令
第
四
章
は
ア
ノ
フ
ェ
レ
ス
蚊
の
諜
防
接
誠
に
闘
す
る
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
と
と
は
注
意
す
べ
き
で
・
あ
る
。
又
開
墾
の
結

果
得
た
収
入
増
加
額
に
封
し
て
は
二
十
ヶ
年
同
地
租
減
量
せ
ら
れ
、
北
バ
他
の
財
政
上
。
恩
典
に
も
浴
す
る
と
と
も
注
意
す
べ
き
で
あ

る。

附
言日

本
令
の
テ
キ
ス
ト
は
之
れ
を

F
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あ
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